
【改革、見直しの更なる推進】　　　　            　   382,384　千円

事　業　名
事業費
（千円）

1 継続 行政評価システム事業 3,465
企画
政策部

企画政策課

2 ★新規 行政改革推進事業 1,967 財政部
財政課
（行政改革
推進本部）

    次の公の施設の管理運営を、市に代わって指定管理者が行う。

・養護老人ホーム白鷺園及び白鷺園デイ・サービスセンター　　 127,359千円

・高齢者福祉センター芙蓉園及び東部デイ・サービスセンター　　 42,400千円

・総合福祉センターいずみの家　　 2,183千円

・東習志野コミュニティセンター　　 6,047千円

・谷津コミュニティセンター　　 5,995千円

・生涯学習地区センター　　 6,903千円

・体育施設（９施設）　　 175,065千円

・茜浜パークゴルフ場　　 11,000千円

【次世代育成支援の推進】　　　　　　      　　　　 1,252,974　千円

事　業　名
事業費
（千円）

4 ★新規 こども園運営費 86,885 こども部
こども
保育課

5 ◇拡充 民間保育施設助成事業 126,080 こども部
こども企画
管理課

6 ★新規
家事支援ファミリー・サポート・

センター運営事業
2,806 こども部

子育て
支援課

7 継続 乳幼児医療費等助成事業 176,446 こども部
子育て
支援課

8 継続 病後児保育事業 14,658 こども部
子育て
支援課

9 ◇拡充 児童手当支給事業 846,099 こども部
子育て
支援課

【教育の充実】　 　 　　　   　　　　　　　  　    　237,896　千円

事　業　名
事業費
（千円）

10 ★新規 小中学校備品特別整備 32,513
（教委）
教育
総務部

企画管理課

11 ★新規 小学校防犯対策事業 3,000
（教委）
教育
総務部

施設課

12 継続 小学校大規模改造事業 137,600
（教委）
教育
総務部

施設課

13 継続 中学校大規模改造事業 8,400
（教委）
教育
総務部

施設課

14 ◇拡充 中学校パソコン推進事業 25,501
（教委）
学校
教育部

総合教育
センター

15 ★新規
施設整備事業
（習志野高校）

20,300
（教委）
学校
教育部

習志野高校

16 ★新規 移動図書館車両更新事業 10,582
（教委）
生涯
学習部

大久保
図書館

担　当　課

保健福祉部
教育委員会

3 ★新規

身近に家事の援助者がいない子育て家庭に対し、市民の相互援助活動
を活用して、家事支援サービスの提供を開始する。

小学校入学前の乳幼児の医療費について助成する。

市内2医療機関に委託し、病気回復期にある児童の保育を行う。

児童手当の支給対象が現行の小学校3年生修了前までから、6年生修了
前までに拡大される。あわせて、所得制限限度額が引き上げられる。

区　分 担　当　課

担　当　課区　分

◆平成１８年度予算の主要事業（ダイジェスト版）

内　　　　　容

事務事業の評価を行うことで、事業の見直しを図る。

17年度策定の「習志野市補助金制度に関する指針」に基づき、（仮）補助
金審査委員会により、既存の補助金の評価と公募型補助金の審査を行
い、市民に開かれた補助金制度を構築する。

指定管理者制度の導入 376,952

区　分

内　　　　　容

平成18年4月施設オープン
【東習志野こども園概要】
①保育一元化　②入所枠270名（長時間児40名拡大）　③こどもセンター
開設（1日30組60名程度）　④一時保育実施（1日15名程度）　⑤預かり保
育拡大（時間・長期休業中）　他

香澄の市有地に建設される民間認可保育所の施設建設費の一部助成、
民間保育施設の施設賃借料等の助成

全７中学校の特別教室におけるパソコン機器の整備。
（各校21台　→　42台）

教育環境維持のため、外溝改修、防球ネット改修、コンピュータ室空調設
備交換等を行う。

内　　　　　容

移動図書館車両がNOX・PM法により使用できなくなるため、車両の更新
を行う。

小中学校の学校管理備品や教育振興備品の特別整備を行う。

小学校の不審者対策、安全対策のため、鷺沼・実籾・谷津南小に防犯カメ
ラを設置する。

大久保東小の特別教室棟耐震補強内部改造工事
谷津・大久保小の体育館外部改造工事
袖ヶ浦東小の新館・旧館耐震補強設計委託
屋敷・大久保東・東習志野小の体育館耐震補強外部改造設計委託

第七中のA棟耐震補強内外部改造設計委託



【安全で安心な暮らしができるまちづくり】　　　  　   　317,284　千円

事　業　名
事業費
（千円）

17 ★新規 国民保護計画策定事業 2,004 総務部 総務課

18 継続 地域防災計画策定事業 9,500 総務部
生活安全室
安全対策課

19 ★新規
一般廃棄物処理基本計画

策定事業
4,000 環境部

クリーン
推進課

20 ★新規 木造住宅耐震診断事業 1,000
都市
整備部

建築指導課

21 ★新規
大久保第二保育所
アスベスト対策事業

47,000 こども部
こども企画
管理課

22 ★新規
吹付アスベスト等含有製品
対策及び耐震補強事業

236,000
（教委）
教育
総務部

施設課

23 ★新規
自動体外式除細動器

整備事業
12,780

24 ★新規
高機能消防指令センター

総合整備事業
5,000

【活力あるまちづくり】   　 　　　　　  　　       　837,545　千円

事　業　名
事業費
（千円）

25 継続
JR津田沼駅南口
周辺開発整備事業

92,976
都市
整備部

JR津田沼駅
周辺開発室

26 継続
京成大久保駅

周辺開発整備事業
57,885

都市
整備部

街路整備課

27 継続
京成実籾駅南口
開発整備事業

11,062
都市
整備部

街路整備課

28 継続
都市計画道路３・３・３号線他
都市計画道路の整備

584,068
都市
整備部

街路整備課

29 ★新規
津田沼第二跨線橋
歩道整備事業

87,000
都市
整備部

道路交通課

30 ◇拡充 産学官連携事業 4,554
市民
経済部

商工振興課

【その他】   　 　　　　　　　　　　　  　　       　136,201　千円

事　業　名
事業費
（千円）

31 継続
習志野郵便局旧局舎跡地

整備事業
816

企画
政策部

企画政策課

32 ★新規
コミュニティバス

運行可能性調査委託事業
6,000

企画
政策部

企画政策課

33 継続
市街化調整区域
土地利用検討事業

3,000
企画
政策部

企画政策課

34 ◇拡充 国際交流推進事業 22,148 総務部
生活安全室
まちづくり
推進課

35 ◇拡充 姉妹都市教育交流事業 5,127
（教委）
学校
教育部

指導課

36 継続 合葬式墓地整備事業 96,110
保健
福祉部

社会福祉課

37 ★新規
本会議インターネット映像

配信事業
3,000

消防本部

区　分

区　分 担　当　課

消防本部

担　当　課

区　分 担　当　課

内　　　　　容

国民保護法第35条の規定により、千葉県国民保護計画に基づき、本市国
民保護計画等を策定する。

近年に発生した災害における課題を検証し、被害想定についても再調査
を行い、地域防災計画を見直す。
【平成17，18年度継続事業】

中長期的な視野に立って、適正な廃棄物処理を進めるために必要な事項
を定める。

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断会の実施

大久保第二保育所のアスベスト含有天井吹付材の除去工事

第三・第四中体育館のアスベスト含有製品除去及び耐震補強工事、第
六・第七中体育館のアスベスト含有製品除去及び耐震補強設計委託

市内の「公の施設」４７箇所にAED（自動体外式除細動器）を整備する。

平成19年度に消防指令システムを更新するための設計委託を行う。

組合施行の土地区画整理事業について、国・県など関係官庁との協議及
び土地区画整理組合設立準備会との協議を行い、実施計画図書等を作
成し、組合設立認可申請を行う。

商業の活性化、西側踏切等の交通障害の解消、東口臨時改札口開設に
伴う利便性の向上等のため、南口駅前広場の整備を図る。平成18年度完
成予定。

南口駅前広場及び都市計画道路等の整備を図る。

内　　　　　容

内　　　　　容

交通施策の一環として広く市民の移動の利便性向上を図るため、実施に
向けて調査、研究を行う。

市街化調整区域の土地利用について、地権者や営農者の方の意見を踏
まえた整備方針を定めていく。

本市の骨格となる都市計画道路の整備を図る。

鷺沼台２丁目と３丁目を結ぶ津田沼第二跨線橋を利用する歩行者の安全
確保のための歩道橋を整備する。（平成18～19年度継続事業）

産学官の連携を深めるために、産学技術交流会や、マッチング支援事
業、商店街活性化パートナーシップ事業等を実施する。

習志野郵便局旧局舎跡地における公共施設について、市民との協働によ
り整備を図る。

市民に開かれた議会の実現を目指すため、インターネットを通じ本会議を
中継する。

議会事務局

姉妹都市提携２０周年記念事業
タスカルーサ市青少年訪問団受入事業

姉妹都市タスカルーサ市のアラバマ大学へ市立中学生及び習志野高校
生を英語研修のため派遣（中学生７名→１４名、高校生９名→１０名）。

市民の墓地需要の増加及び墓地継承者の減少などに対応すべく、合葬
式墓地の建設を行う。


